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梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について 

 

 

標記については、「梅雨期及び台風期における農地・農業用施設等の防災態勢の強化

について」（令和３年５月 11 日付け事務連絡）により通知したところであるが、この

たび、別添（写し）のとおり大臣官房危機管理・政策立案総括審議官から農村振興局長

宛に通知があったので、このことに留意して防災態勢の一層の強化を図るよう、貴管内

の※２国営事業（務）所、都府県、市町村及び土地改良区等に周知方よろしくお願いする。 

また、貴管内で災害が発生した、又は発生のおそれがある場合には、関係行政機関か

らの情報収集や※３ＭＡＦＦ‐ＳＡＴの派遣、災害応急用ポンプの貸出など迅速かつ適切

に対応されたい。 

なお、国営造成施設等に災害が発生した場合においては、各地方農政局等が制定した

「国営造成施設における災害発生時の対応」等に基づき対応されたい。 

 

 

（別添（写し））「梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について」（令和３年

５月21日付け３地第69号） 

 

 

 

 

 【施行注意】  
※１ 各地方農政局宛には記載しない。 
※２ 都府県の部分を関東農政局宛には「都県」、近畿農政局宛には「府県」、その他農政局宛には「県」、

沖縄局宛には「沖縄県」と記載する。また、開発局宛には「開発建設部・国営事務所等」、北海

道宛には「市町村、土地改良区等」と記載する。 

※３ 北海道宛には「ＭＡＦＦ－ＳＡＴの活用」と記載する。 
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